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【 お申込みされる皆さまへ （お願い）】 

 

●市営住宅へお申込みされる前に、必ずご確認ください。 

 

 

 

 

〇 入居資格 

申込書類審査の際、市区町村税の滞納があるため、申込みを取り消すケースが増え

ています。申込みをする際は、市区町村税の滞納がないことを再度確認の上、書類を

提出いただくようお願いします。 

 

〇 連帯保証人 

 入居決定者（複数応募の場合は抽選にて当選された方）でも、条例で規定する期日

までに入居誓約書（連帯保証人２名必要）をご提出いただけない場合は、入居決定の

取り消しとなります。申込前に連帯保証人をお願いする方に内諾をいただいておいて

ください。 

 ※法人による入居保証制度の利用をもって 、 連帯保証人の１人とみなします。 

（８ページ参照） 

 

〇 敷金 

 入居前に納付いただきます。金額は当初決定家賃の３ヶ月分です。 

【入居要件を満たしていますか。】

※３ページの「３・４」を参照

【連帯保証人になっていただく方の承諾を得ら
れる見込みはありますか。】

※８ページの「８」を参照

【期限までに書類を揃えることができますか。】

※３ページの「１」を参照
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【募集期間】  令和７年６月 13日（金）～ ６月 23日（月） ※土日を除く 

 

団地名 
所在地 

間取り 
階 数 

募集 
戸数 

単身 
入居 

建築年 
構 造 

家賃月額
（円） 

駐車場 
(1 台当月額) 

備   考 

穂高団地 

 

穂高 

柏原 

２Ｋ 

１階 
４戸 可 

 Ｓ42 

（Ｒ５～

改修済） 

簡易耐火

構造 

平屋建 

9,400円～

14,000円 

無料 

※ただし R8年

度以降有料の

予定 

（金額未定） 

・共益費なし 

（Ｒ８年度以降あり） 

・下水道 

・オール電化 

・ＩＨクッキングヒーター

要持込 

・深夜電気温水器 

・庭あり 

〇自治会役員への就任

が必須 

三田団地 

 

堀金 

三田 

３ＬＤＫ 

１階 
１戸 不可 

Ｈ８ 

ＲＣ造 

二階建 

22,200円～ 

33,100円 
1,040円 

・共益費あり（年額） 

・下水道 

・ＬＰガス（集合） 

・庭あり 

 

柳瀬団地 

 

明科 

中川手 

３ＤＫ 

 

(ﾒｿﾞﾈｯﾄ) 

１戸 不可 

Ｈ８ 

木造 

２階建 

21,900円～ 

32,600円 
無料 

・共益費あり（月額） 

・合併浄化槽 

・ＬＰガス 

・庭あり 

ファミーユ 

柳瀬団地 

 

明科 

中川手 

２ＬＤＫ 

１階 

 

１戸 

不可 

Ｈ13 

 

ＲＣ造 

３階建 

21,500円～ 

32,000円 
1,570円 

・共益費あり（月額） 

・合併浄化槽 

・ＬＰガス（集合） 

・風呂追焚き不可 

・床暖房、浴室乾燥機能有り 
２ＬＤＫ 

３階 
１戸 

 

※ 家賃は収入に応じて決定します。 

※ 駐車場は、原則１戸につき１台です。２台以上希望の場合は応相談 

※ このほかに、地域の区への加入により区費等の負担が必要となる場合があります。 

※ いずれも、清掃活動・除草作業・除雪作業等、自治会活動として協力をお願いしています。 

募 集 団 地 
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 〇 申込制限 

申込みは、１世帯につき１団地１戸に限ります。 

 〇 ペット 

犬猫等ペットの飼育に関して一切許可しておりません。 

 〇 事前見学 

   募集団地の室内見学は行っておりません。 

 〇 入居取消・明渡し 

申込者又は同居する親族が暴力団員であるか否かの確認のため安曇野警察署に

照会します。暴力団員であることが判明した場合は、申込みを取り消します。 

入居後、虚偽等の不正による申込みが判明した場合は入居決定を取り消し、速やか

に当該市営住宅を明け渡していただきます。 

 〇 自治会等 

入居に際しては、団地の「自治会」、地域の「区」へ加入いただきます。 

 〇 駐車場 

駐車場の区画は各団地、原則１台となっています。 

申  込  者 安 曇 野 市 

申込みから入居まで 
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１．募集期間  令和７年６月13日（金）から ６月23日（月）まで 

        ※ 土日を除く平日のみ ※ 受付時間 午前８時30分～午後５時 15分 

 

２．受付場所  安曇野市役所 都市建設部 建築住宅課住宅係（２階 15番窓口） 

〒399-8281 安曇野市豊科 6000番地 

電話 0263-71-2245（直通） 

※ 申込書を郵送で提出する場合や入居予定者以外の方がご提出される場合

は、事前にご相談ください。 

 

３．入居資格 

市営住宅は、一定基準の収入以下で、住宅に困窮している方への賃貸を目的に建設され

ています。そのため、次の要件を全て満たしていることが条件になります。 

①  市内に住所又は勤務場所を有すること 

※外国人住民の方は、中長期在留者として「在留カード」を、特別永住者として「特別永住者証

明書」の交付を受けていること。 

※事業所が市外に存在し、営業・派遣等で一時的に市内の現場に勤務している方は申込みできま

せん。 

② 市区町村税の滞納がないこと（住民税、固定資産税、軽自動車税等） 

③ 現に同居し、又は同居しようとする親族があること※「４．単身者入居資格」に該当する場合を除く 

（婚約者も含む。ただし、入居後３ヶ月以内に同居することが必要となります。） 

④ 現に住宅に困っていることが明らかであること（持家のある方は原則不可） 

⑤ 収入が入居の申込み時点で、公営住宅法で定める基準内であること（７ページ参照） 

⑥ 申込者及び同居予定者が暴力団員ではないこと 

※連帯保証人等（８ページ参照）で不備があった場合は、入居決定を取り消すことがあります。 

 

４．単身者入居資格（※２Ｋ・ ２ＤＫの市営住宅に限る）   

 上記３の入居資格③以外の全てに該当し、単身でも自活が可能で、かつ、次のいずれ 

かに該当する場合は、同居親族がいなくても申し込むことができます。 

 高齢者や障がい者、生活保護法に規定する被保護者の方のほか、 

特に居住の安定を図る必要がある方（自活可能な方に限られます。） 

※ 安曇野市営住宅条例の規定による 
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５．入居者抽選会 ※実施の場合には改めて通知します。 

開催日  令和７年７月７日（月） 

会 場  安曇野市役所（本庁舎）  

３階 共用会議室 306 

※開始時間（別途通知）までに集合されない場合は棄権と 

みなします。また、会場は変更となる場合があります。 

 

６．入居可能予定日  令和７年８月１日（金） 

           ※家賃の発生する日 

 

７．入居申込みに必要な書類 

※入居申込者及び同居予定者以外の方が入居申込書類を提出する場合は、委任状が必要と

なります。 

・全員提出が必要な書類 

提出 

対象者 
提出書類 書類の説明等 発行場所等（参考） 

全員 

（必須） 

市営住宅入居申込書 
・窓口に備え付けてあります 

（申込者の自署が必要） 

市役所建築住宅課 

各支所地域担当の窓口 

同意書 
・窓口に備え付けてあります 

（申込者の自署、捺印が必要） 

市役所建築住宅課 

各支所地域担当の窓口 

全員 

（省略可能） 

住民票（発行日から３

ヶ月以内のもの） 

※マイナンバーにより

省略可 

・入居予定世帯全員の記載があるもの 

（結婚予定で申し込む場合は、双方分） 

※本籍、続柄（外国人の場合は国籍、在留資

格）が記載されていること。 

市役所市民課 

各支所地域担当の窓口 

所得・課税・扶養証明

書 

※マイナンバー・同意書

により省略可 

・入居予定者のうち、16 歳以上の方全員

分（ただし、高校生は除く） 

・最新のもの（令和７年度証明（令和６

年の収入））（令和７年１月１日時点の住

所地の役所で発行されます） 

市役所税務課 

各支所地域担当の税務・

会計窓口 

市税の滞納がない証

明書 

※同意書により安曇野

市発行分は省略可 

・入居申込者本人の市区町村税（住民税・

固定資産税・軽自動車税等）について 

※市営住宅入居申込書提出日から遡って、過

去２年間に転入、転出があった場合は、全て

の住所地の役所で取得する必要があります 

※発行する市区町村によって様式・名称が違

う場合があります 

市役所収納課 

各支所地域担当の窓口 

全員 

（２月募集の

とき） 

源泉徴収票等 

前年（令和６年）１年

間の収入がわかる書類 

・入居予定者のうち、前年に収入があっ

た方 

勤務先・年金事務所等 

 

市役所 

【抽選会場】 

日赤病院 
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・該当者が提出する書類 

＜注意事項＞ 

各種提出書類について、遠隔地の役所等での取得が必要な方は、申込みの締切りに間に合うよ

うに書類請求してください。 

申込みの締切りに間に合わない場合は、いかなる理由がありましても受付出来ません。 

 

  

提出 

対象者 
提出書類 発行場所等（参考） 

単身申込者 戸籍謄本 市区町村戸籍担当窓口 

※ 請求方法は各市区町村へ

お問い合わせください 

障害者手帳等所持者 障害者手帳等（写し）  

生活保護受給者 生活保護受給証明書 

※マイナンバーにより省略可 

市役所福祉課 

ひとり親の方 母子等の証明 

※証明書の発行までに数日かかります 

※福祉医療受給者証、児童扶養手当受給者証等でも

可 

市役所子ども家庭支援課 

申込時点で退職し、無

職の方 

雇用保険受給資格者証 

離職票 

退職証明書等 

ハローワーク又は前勤務地等

（証明書の様式は市役所建築住

宅課にあります） 

市外在住者 

（勤務先が安曇野市） 

勤務証明書 

※源泉徴収票でも可 

勤務先 

（証明書の様式は市役所建築住

宅課にあります） 

婚約中の方 婚約証明書（双方の親族と連署のもの） 

※入居後３ヶ月以内に同居する必要あり 

証明書の様式は市役所建築住宅

課にあります 

離婚調停・控訴係争中

の方 

事件係属証明書 裁判所 

その他 その他 居住の安定を図る必要がある

ことの証明等、入居資格審査

に必要な場合に提出をお願い

する場合があります 
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－ 入居申込書にマイナンバーをご記入いただく際の本人確認について － 

入居申込書にマイナンバーをご記入いただくことで提出書類の一部が省略可能です。（省略す

るのに同意書の提出が必要な書類もあります。） 

マイナンバーが記載された入居申込書をご提出いただく場合には、提出者の本人確認と記載

されているマイナンバーの確認が必要となります。下記の書類をお持ちください。 

 

提示書類 提示対象者等 提示書類 

マイナンバーが記載された

公的な確認書類 

（マイナンバー確認用） 

入居予定者全員分 

「マイナンバーカード」、「※１通知カード」、 

「マイナンバーが記載された住民票（写しでも

可）」、「マイナンバーが記載された住民票記載事項

証明書」 

提出者の身元確認書類 
書類提出者 

（来庁された方） 

１点で身元確認を行う場合（顔写真あり） 

「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「パスポ

ート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉

手帳」、「療育手帳」、「在留カード」、「特別永住者

証明書」等のうち１点 

２点で身元確認を行う場合（顔写真なし） 

「被保険者証」、「年金手帳」、「保険医療機関等の

診察券」、「児童扶養手当証」、「年金証書」、「金融

機関等が交付したキャッシュカード」、「金融機関

等が交付した通帳」等のうち２点 

※１ 「通知カード」は令和２年５月 25日までに交付、再交付、記載変更を行ったものに限り

ます。次の場合は番号確認書類として利用できません。 

・令和２年５月 25日までに改姓や転居等があり、通知カードの記載の変更手続きを行ってい

ない場合 

・令和２年５月25日以後、改姓や転居等により通知カードの記載事項に変更があった場合 
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収 入 認 定 計 算 表 
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８．入居前に必要な手続き 

 入居決定後、入居決定書の交付を受けてから２週間以内に以下の手続きが必要となります。 

  ①入居誓約書の提出 

   ■添付書類（入居者本人）     

・印鑑登録証明書         １通 

   ■添付書類（連帯保証人 ２名）  

・印鑑登録証明書         １通 

    ・所得・課税・扶養証明書     １通 

・住民票（個人）         １通 

・市税の滞納がない証明書     １通 

☆ 市区町村税（住民税・固定資産税・軽自動車税等）について滞納がないことを 

証明する書類。発行市区町村によって様式・名称が違います。 

入居誓約書提出日から遡って過去２年以内に連帯保証人の転入・転出があった場合 

には全ての住所地の滞納がない証明が必要となります。 

 

※ 連帯保証人は２人で、次の要件が必要です。 

（１）未成年者でなく、おおむね65歳以下であること。 

（２）成年被後見人又は被保佐人でないこと。 

（３）独立の生計を営み、所得額でおおむね１５０万円以上あること。 

（４）安曇野市内に住所を有すること。ただし、保証人のうち 1人は市長の許可を得

て市外の者を充てることも可能。 

（５）市区町村税の滞納がないこと。 

      〇保証の極度額 滞納家賃等に係る保証：入居時における家賃(駐車場料金含む)

の３月分に相当する額まで 

原状回復に係る保証  ：10万円まで 

〇法人による入居保証制度の利用をもって 、 連帯保証人の１人とみなします。 

※ 詳しくは、安曇野市社会福祉協議会 まいさぽ安曇野（℡0263-88-8707）

へお問い合わせください。 

 

  ②敷金 （当初家賃の３ヶ月分） 

納入通知書をお渡ししますので、指定日までにお支払下さい。 

 

※注意※ 入居誓約書の提出、敷金の納入の確認ができませんと部屋のカギをお渡しできませ 

ん。また、連帯保証人等で不備があった場合、入居決定を取り消すことがあります。 

 

９．その他 

（１）家賃は、毎年の収入申告に基づき翌年度分を決定する為、増減する場合があります。 

（２）市営住宅は、さまざまな方が入居する集合住宅です。ペットの飼育禁止等、お互いの快 

適な団地生活のためのルールがあることをご理解のうえ、お申し込みください。 
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下記の文書が入居誓約書の写しとともに連帯保証人に送付されますのでご承知おき下さい。 

 

様式第５号の２（第５条関係） 

第  号 

  年  月  日 

 

連帯保証人 

         様 

 

安曇野市長        印 

 

市営住宅入居に伴う連帯保証人の承諾について 

 

     年  月  日に提出された入居誓約書に基づき、安曇野市は    様を     

様が市営住宅   団地・第  号に入居される際の連帯保証人として承諾することを通知い

たします。 

 つきましては、      様が退去されるまでの間、入居時に誓約された事項について生じ

た一切の債務を連帯保証していただくものとします。 

 下記に連帯保証人に協力いただく、又は債務を負担していただく可能性のある事例を記載し

ますので、ご一読ください。 

記 

１ 入居者が何らかの事情により家賃（月額    円）、駐車場使用料（月額    円）を

３月以上滞納した場合は、入居者に対する督促に協力するとともに、本人から納入がない場

合には、代わりに滞納家賃を納入すること。 

  ※家賃は入居者の所得により、変動することがあります。また、駐車場使用料は駐車台数

により変動することがあります。 

２ 入居者が市に無断で退去した場合は、入居者の代わりに退去修繕（畳の取替え等）を実施す

るほか、置き去り品等については責任を持って引き取ること。 

３ その他、入居者又は同居者が安曇野市営住宅条例に反し、市若しくは近隣入居者等に著し

く迷惑を掛けた場合は、必要に応じ市と協力の上解決を図るとともに、損害が生じた場合は

その補償を行うこと。 

４ 連帯保証人は、入居誓約書に定めのない事項や記載内容の解釈について、疑義が生じた場

合には、民法、公営住宅法、安曇野市営住宅条例その他の関係法令及び慣行に従い、誠意を

もって協議し、解決に協力すること。 
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